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１ 第４次行財政改革推進プラン策定の趣旨 

(１) これまでの取組 

① 取組の経過 

人口減少、少子高齢化の進行、医療や介護をはじめとした社会保障費

の増大などに対応するため、国、地方いずれにおいても、行財政改革の

総合的な取り組みが進められています。 

本市においても、多様化する市民ニーズや変化する社会情勢に的確に

対応することのできる行財政運営の確保を目的として、平成１７年度の

豊前市集中改革プランの策定に始まり、平成２２年度には豊前市行財政

改革推進プラン（第２次）にその役割を移行し、豊前市第３次行財政改

革推進プラン（平成２８年度 ～ 令和２年度）（以下「第３次行革プラ

ン」 という。 ）に至るまで、市民との協働のまちづくりの推進、効率

的・機能的な組織編制や職員の意識改革及び健全な財政運営の推進に取

り組むことで、行財政改革に努めてまいりました。 

 

② 取組の実績 

財政面での効果実績としては、豊前市集中改革プランでは約２１億７

千万円、豊前市行財政改革推進プランでは約１４億円、第３次行革プラ

ンでは、１８億円（見込み）の効果を上げてきました。職員数について

は、民間委託、事務事業見直し等の取組を重ねつつ市民サービス水準の

維持向上に配慮しながら、平成１７年度に２６０人だった職員数も、施

設の民間移譲、学校給食及び清掃業務の民間委託などの取組を進め、第

３次行革プラン最終年度となる令和２年度には２１４人となり、４６人

削減しました。また、新たな財源として「ふるさと納税」を活用し、第

３次行革プラン期間中に、９億円（見込み）の寄附を集めることができ

ました。 

 

（２）本市を取り巻く社会経済状況 

① 人口減少・少子高齢化の進展 

国立社会保障・人口問題研究所の平成３０年「日本の地域別将来推計

人口」によると、本市の人口について平成２７年と令和７年３月末の数

値の比較では、総人口が２５，９４０人から２３，１１２人となり、約

２，８００人減少すると見込まれています。また、本市の将来を担う年

少人口の割合が１２．０％から１１．３％に減少する一方、高齢者人口

の割合が３５．０％から４０．０％に増加するなど人口減少と少子高齢

化の傾向は、さらに顕著なものになると予想されます。 
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このことから地域の過疎化・空洞化による地域活動の担い手不足、地

域経済の活力低下、地域コミュニティ機能の弱体化などが加速し、およ

そ５年前の第３次行革プラン策定時から、さらに市民生活や地域社会に

大きな影響が及ぶことが懸念されます。 

あらためて今以上に、人口減少、少子高齢化を踏まえた行財政運営の

検討、見直しが必要とされています。 

 

② 本市の経済状況と今後の必要経費の見込み 

本市の経済状況は、令和元年１０月１日から始まった消費税率１０％

への引き上げ、度重なる自然災害、令和２年に発生した新型コロナウイ

ルス感染症の影響等により、先行きの見通せない状況にあります。 

我が国が世界に例のない少子高齢化社会を迎え、生産年齢人口は減少

し、歳入の根幹である市税収入が減少傾向にあるとともに、社会保障関

係経費の増加により、財政構造の弾力性を測定する指標である経常収支

比率は、平成１７年には ９２．２ ％でありましたが、令和元年には９

９．２％となり、財政の硬直化が進み、新たな行政サービスの提供が難

しい状況です。 

また、昭和４０年代から整備を進めた多くの公共施設の老朽化が課題

となっており、市庁舎においても耐震化に多額の費用が発生し、その他

の施設においても維持更新費用がかかります。そのため中長期的には更

に厳しい財政運営を強いられることが明らかな状況です。 

令和２年４月１日から施行された地方公務員法及び地方自治法の一部

を改正する法律（平成２９年法律第２９号）の施行により、会計年度任

用職員制度が導入され、行政サービスの維持に欠かせない臨時・嘱託職

員の賃金制度が見直されたことにより人件費の上昇が見込まれます。 

このような状況下では、限られた財源の中で事業の優先順位をつけ、

事業の見直しを行うことでしか、市民生活に必要なサービスの維持、重

点施策の推進及び新たな事業に必要な財源の確保ができません。 

このため、歳入に見合った歳出を基本とする健全で安定的な財政運営

を行うとともに、市有財産の整理、統合、転用、廃止、活用、長寿命化

の選別を徹底して進めていく必要があります。 

 

③ 新型コロナウイルス感染症等に対応した政策の必要性 

   令和２年に発生した新型コロナウイルス感染症により、市民、事業者、

行政において生活様式を含め大きな変革が求められています。現在、国

の行革において、デジタル時代に向けた書面主義、押印原則、対面主義
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の見直しが進められています。本市においても、行政手続におけるデジ

タル化を推進することにより、新型コロナウイルス感染症等の感染防止

対策を行い、なおかつ業務の効率化が図られることで更なる行政サービ

スの効率的・効果的な提供を可能とします。 

 

④ 本市におけるまちづくりの推進 

本市においては、市の将来像やまちづくりの方針を示した総合計画に

基づき、まちづくりを推進しており、現在、第５次豊前市総合計画後期

基本計画（計画期間：平成３０年度～令和４年度）に沿って、様々な施

策が実施されています。 

また、令和元年度には第２期「豊前市まち・ひと・しごと創生総合戦

略」を策定し、「学びたい」場所づくり、「行って楽しい」名所づくり、

「働きたい」まちづくり、「住みたい」地域づくりを基本方針として、

人口減少に歯止めをかけ、将来的に基礎自治体としての機能を維持しな

がら未来志向のまちづくりを推進していきます。 

 

（３）引き続き行財政改革を進める必要性 

人口減少、少子高齢化の加速化、厳しい財政状況など、本市を取り巻

く社会経済情勢は一層厳しさを増し、さらに新型コロナウイルス感染症

による影響は相当大きく、長期化することも懸念され、先が見通せない

状況にあります。 

そうした中でも、計画的なまちづくりを推進するためには、健全で安

定的な財政運営の確立とともに、限られた人材や財源を最大限に活用出

来うる持続可能で安定的な行政組織・行政機能の構築が必要です。 

このため、市民、地域、民間、行政がそれぞれの役割を担い、連携の

うえ、地域力の向上を図りながら、地域課題の解決や多様化する市民ニ

ーズに的確に対応するため、市民との協働のまちづくりの推進に努めて

きました。その一環として、第３次行革プランにおいても地域づくり協

議会の設置、ボランティアセンターの機能強化などに取り組んでいます。

今後もこの取り組みを継続・充実化するとともに、市民、地域、民間、

行政の連携を強化しながら、協働のまちづくりをさらに促進していく必

要があります。 

 

２ 第４次行財政改革推進プランの位置付けと目標値 

（１）計画の位置付け 

第４次行財政改革推進プランは、本市の財政健全化を着実に進めると
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ともに、総合計画に掲げる目指す市の姿を実現するため、計画的に行財

政改革に取り組むための基本方針として位置付けます。 

 

（２）目標値 

本行財政改革推進プランに基づく具体的取組事項の実施により、目標

値とする財政指標及び財政効果額を以下のとおりに設定します。 

①  財政指標 

番号 指  標 Ｒ元 決算値 Ｒ７ 目標値 

１ 経常収支比率 ９９．２％ ９６．０％ 

２ 実質公債費比率 １０．２％ １０．０％ 

３ 将来負担比率 ５０．４％ ５０．０％ 

４ 市債残高 １０１億円 ９５億円 

５ 基金残高 ２７億円 ３３億円 

 

② 財政効果額 

 期間中効果累計額  １１．８億円 

 

３ 行財政改革を進めるにあたっての方向性 

行財政改革を具体的に展開するにあたって、「市民協働の推進」、

「機能的行政の推進」、「健全財政の推進」を計画の３つの方向性と位

置付けて取組を進めていきます。 

 

Ⅰ 市民協働の推進 

市民が主役という理念のもと、市民、事業者、行政などの地域を構成

する多様な主体が、それぞれの地域が抱える課題を解決するため、共に

支え合い・助け合う意識の醸成や地域を担う人材の育成・支援などによ

り、地域課題の解決に取り組む活動を促進します。また、市民が市政運

営に参加する環境を整えるため、市政情報の効果的な発信、市民の意見

を聴く機会の充実による施策への反映などにより、市民とともに進める

自治体経営に取り組みます。 

 

Ⅱ 機能的行政の推進 

市民の皆さんが利用しやすい市役所としていくため、また、持続可能

な安定的な行政運営・組織運営を図るため、デジタル化を推進するとと

もに限られた人材や財源を最大限に活かすことができるよう、機能的な

組織編制、職員の能力・意識の向上、働き方改革の推進を図ります。ま
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た、市民サービスの向上と効率的な行政運営を図るため、今後も広域自

治体連携を推進します。 

 

Ⅲ 健全財政の推進 

新たな事務事業評価の仕組みを取り入れ、徹底した事務事業の評価検

証、見直しに取り組むとともに、業務委託、民間活力の導入などを推進

します。また、医療保険制度の安定化など、特別会計・公営企業会計の

経営健全化の推進を図ります。そして引き続き効果的な職員任用の推進

に取り組むことで、歳出の効率化を図ります。 

歳入については、財源の確保に向け、歳入の根幹をなす市税等の徴収

率の維持向上に取り組むとともに、貴重な自主財源であるふるさと納税

については、その制度の効果的な運用を図り、また、使用料等負担の見

直しなどにも取り組んでまいります。 

さらに、計画的な公共施設の維持管理・活用を図り、また、積極的に

未利用財産の活用・処分を実施するなど、効率的な財政運営の推進に取

り組みます。 

 

 

４ 取組の基本方針 

Ⅰ 市民協働の推進 

（１）市民主体のまちづくりの促進 

市民主体のまちづくりの拠点となる地域づくり協議会及びボランティ

アセンターとの連携を強化し、その運営を支援するとともに、まちづく

りに携わる様々な組織等の支援にも取り組み、市民が主体的にまちづく

りに取り組みやすい環境を整備します。 

［重点事項］ 

・地域づくり協議会との連携の推進 

    ・ボランティアセンターとの連携の推進 

    ・地域防災力の強化 

 

（２）持続可能な循環型社会づくりの推進 

低炭素、循環型の社会の実現を目指し、環境への負荷の削減を図りま

す。そのために廃棄物分野はもとより、あらゆる行政分野からの取組を

市民と共に進めます。 

［重点事項］ 

・循環型社会づくりの促進 
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（３）目的の共有の推進 

市民との協働を進めるため、市が取り組む様々な事業について、その

内容だけでなく、市民の利益のため、市民の福祉の向上のため、情報の

共有が図れるよう取り組みます。この取り組みを通じて、市民と行政と

の相互理解を深め、更なる市政への市民参加の促進を図ります。 

［重点事項］ 

・情報共有の促進 

      ・企画・計画立案への市民参加の促進 

     

  

Ⅱ 機能的行政の推進 

（１）デジタル化の推進 

市民の利便性向上及び新型コロナウイルス感染症対策として、行政事 

務のデジタル化を図るとともに、マイナンバーカードの普及及び利用促

進を図ります。 

［重点事項］ 

・電子行政の推進 

・マイナンバーカードの普及及び利用促進 

 

（２）機能的組織づくりの推進 

行政課題や社会情勢に応じた組織編制を行い、限られた職員数の中で

効率的・効果的な執行体制を整備します。 

［重点事項］ 

・機能的・効率的な組織等の編制促進 

・職員の能力向上・意識改革の促進 

 

（３）周辺自治体との連携の推進 

市民サービス向上と効率的な行政運営に向け、近隣自治体との連携を

推進します。また、一部事務組合については構成団体として負担金抑制

の観点から、一層の経営合理化の促進を図ります。 

［重点事項］ 

・広域自治体連携の更なる推進 

    ・一部事務組合の経営合理化の促進 
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Ⅲ 健全財政の推進 

（１）事務・事業の見直し 

ＲＰＡツールの導入等により事務の効率化を図ります。また、事務事

業評価制度を活用し既存事業の検証を行い、支出・事業の最適化に努め

ます。 

［重点事項］ 

・事務の見直し 

・事業の見直し 

 

（２）民間活力の導入の推進 

「民間にできることは民間に任せる」を基本的な考え方として、直営 

で行っている業務を見直し、民間等に委ねた方が効率性や質の向上につ

ながる業務の民間委託を推進します。 

［重点事項］ 

・民間委託等の推進 

 

（３）効果的職員任用の推進 

今後の定年延長等に対して職員配置の効率化を図り、組織の適正化に

努めます。 

［重点事項］ 

・再任用制度、定年延長制度等の円滑・効果的な運用の促進 

 

（４）財源の確保 

財政健全化及び公平性確保の観点から、歳入の根幹である市税等の徴

収率の向上と、滞納額の減少に向けた取組を推進します。また、受益者

負担の適正化の観点から、使用料等について見直しを行います。 

企業版ふるさと納税の活用推進や、新たな産業の創出・企業の立地促

進等に取り組みます。また、本市が保有する自然・文化などの魅力を積

極的に発信し、観光振興等を推進し財源の確保に努めます。 

［重点事項］ 

      ・市税等徴収率の維持向上 

    ・使用料等の見直し 

・ふるさと納税制度の効果的運用 

    ・企業誘致と産業振興 

      ・観光の振興            

 



8 
 

（５）効率的な財政運営の推進 

中期事業計画等により計画的な財政運営を図るとともに、公共施設等

総合管理計画における施設削減目標２０％に向けた取り組みを行うこと

により、維持管理費の削減を目指します。また、未利用資産の売却や譲

渡・貸付などにより、未利用資産の活用や処分に取り組みます。 

［重点事項］ 

・計画的な財政運営の推進 

・公共施設の計画的管理の促進 

      ・未利用資産の活用促進 

 

 

（６）特別会計・公営企業会計等の経営健全化の推進 

経費の節減合理化や収入の確保に努めることにより、制度上一般会計

が負担すべきとされる繰出金以外の繰出しや補助金の縮減を図り経営健

全化を推進します。また、医療費や介護費の抑制のため、予防事業に取

り組み将来的な支出を抑制します。 

［重点事項］ 

・医療費の抑制 

    ・健康づくり・介護予防事業の充実 

    ・適正かつ効率的なバス事業運営の推進 

    ・公営企業会計の経営基盤の強化 

    ・土地開発公社の見直し検討 

 

 

５ 計画期間 

令和３年度から令和７年度までの５年間とします。 

 

６ 推進体制 

（１）行財政改革の推進体制 

市長を本部長とする豊前市行財政改革推進本部を中心として、全庁を

挙げて行財政改革を推進します。 

また、改革の柱に沿った「行財政改革推進プラン検討委員会」を設置

し、行財政改革に伴う調査・研究、実施項目の検討を行い、行財政改革

の推進を図っていきます。 
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（２）行財政改革の進捗管理 

行財政改革の着実な推進と適切な進捗管理を行うため、豊前市行財政

改革推進本部において、毎年度ごとに進捗状況を評価し、結果に基づき

次年度以降の進捗内容等を見直し、継続的かつ積極的な取組を推進しま

す。 

なお、行財政改革の毎年度ごとの進捗状況については、議会報告やホ

ームページ等を通じて市民の皆様に公表していきます。 

 


